
佐世保市内で交通死亡事故が発生しました
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事故の概要

事故の形態と防止対策

発生日時：令和７年９月７日 午前５時５０分ごろ

発生場所：佐世保市大塔町 市道上

三叉路交差点を左折中の普通乗用自動車が、交差点の横断歩道を横断中の歩行
者をはねた交通事故で歩行者の男性の方（７８歳）が亡くなられた交通事故。

事故の形態

交差点における交通事故の防止対策

各種報道によりますと、鋭角の交差点を左折中の交通事故で、左折した先にある横断歩道を
横断中の歩行者をはねた交通事故ということです。

○ 対向車や信号に気を取られて歩行者を見落とす
○ Aピラーやミラーの死角で歩行者を見逃す
○ 左折スピードが速く、急停止できない

（歩道）（歩道）

今回の事故は、鋭角の交差点ですので、特に交差点の左方向が見えにくくなっています。

交差点事故の主な原因

○ 左折時は必ず徐行～歩行者の有無も確認
○ 横断歩道前で歩行者の有無を確認～特に鋭角の交差点では左側の確認を
○ サイドミラー・目視でのダブルチェック
○ 夜間・雨天は特に慎重に

交差点事故（左折時）の防止対策


